
 

               

 
 

景観まちづくり推進団体・景観まちづくり推進地区 

の認定・指定制度をスタートしました！  
 

 和歌山市では、良好な景観の形成のため、和歌山市景観条例を改正し、地域住民等

による主体的な景観まちづくりの取組の醸成及びより一層の活発化を目的として、景

観まちづくり推進団体の認定及び景観まちづくり推進地区の指定制度を創設しました。 

 

 

 

地域の特徴に応じた景観形成に主体的に取り組む団体を景観まちづくり推進団体に

認定し、技術的支援を行います。 

 

 

 

より積極的に景観形成の方向性やルール化の検討などを行う地区を景観まちづくり

推進地区に指定し、技術的支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●認定・指定の要件及び申請書のダウンロードは市ホームページで 

 

ＩＤ ：1019047 

ＵＲＬ：http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/douro_kouen_machi/1007

741/1007788/1019047.html 
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景観まちづくり推進団体 

景観まちづくり推進地区 

景観まちづくり推進地区

景観まちづくり推進団体

田園などの生業と暮らしが調和した景観が存在する地区

住宅地において整った良好な景観を形成していく地区 など

地元の景観資源を活用し、景観まちづくりに取組む団体

住宅地で花飾りの活動に取組む団体 など

市

指定（条例第１８条）

技術的支援（条例第２１条）

技術的支援（条例第２１条）

認定（条例第１５条）

地域住民
・地元の気運の高まり

・景観の価値や景観まちづくりの活動が認められる地区
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